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貝
塚
市
職
員

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
事
務
職　

計
10
人
程
度

上
級
Ａ　

平
成
５
年
４
月

２
日
～
14
年
４
月
１
日
に

生
ま
れ
た
か
た

上
級
Ｂ　

昭
和
48
年
４
月

２
日
以
降
に
生
ま
れ
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か

た①
手
話
通
訳
士
の
資
格
が
あ

る
②
都
道
府
県
ま
た
は
政
令

指
定
都
市
の
手
話
通
訳
に
関

す
る
認
定
試
験
に
合
格
し
た

③
都
道
府
県
の
手
話
通
訳
者

養
成
講
座
の
実
践
課
程
を
修

了
し
た

上
級
Ｃ　

昭
和
58
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
、
社
会
福

祉
士
・
臨
床
心
理
士
・
公
認

心
理
師
の
い
ず
れ
か
の
資
格

が
あ
る
か
た

上
級
Ｄ　

昭
和
63
年
４
月
２

日
～
平
成
14
年
４
月
１
日
に

生
ま
れ
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
か
た

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
②
療
育
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
③
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
④
精
神
保
健
指
定
医

な
ど
に
よ
り
知
的
障
害
が
あ
る

と
判
定
さ
れ
た

初
級　

平
成
14
年
４
月
２
日

～
18
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

か
た

◆
技
術
職
土
木　

計
10
人
程

度　上
級　

昭
和
48
年
４
月
２
日

～
平
成
14
年
４
月
１
日
に
生

ま
れ
、
大
学(

短
大
除
く)

で

土
木
の
専
門
学
科
を
専
攻
し

卒
業
し
た
か
た

中
級　

平
成
14
年
４
月
２
日

～
16
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
、

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た

①
高
等
専
門
学
校
ま
た
は
短

期
大
学
ま
た
は
専
門
学
校
で
、

土
木
の
専
門
学
科
を
専
攻
し

卒
業
し
た
②
専
門
学
校
に
お
い

て
、
測
量
士
ま
た
は
測
量
士
補

ま
た
は
２
級
土
木
施
工
管
理
技

士
補
以
上
を
取
得
し
た
、
ま
た

は
令
和
６
年
３
月
ま
で
に
取
得

見
込
み
で
あ
る

初
級　

平
成
14
年
４
月
２
日
～

18
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
、
高

等
学
校
で
土
木
の
専
門
学
科
を

専
攻
し
卒
業
し
た
か
た

◆
技
術
職
建
築
上
級　

若
干
名

　

昭
和
58
年
４
月
２
日
～
平
成
14

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た

①
大
学(

短
大
除
く)

で
建
築
の
専

門
学
科
を
専
攻
し
卒
業
し
た
②
建

築
の
専
門
知
識
の
資
格
が
あ
る

◆
水
道
工
員　

若
干
名

　

昭
和
63
年
４
月
２
日
～
平
成
14

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
、
普
通

自
動
車
運
転
免
許
が
あ
る(

令

和
６
年
10
月
ま
で
に
取
得
見
込

み
を
含
む)

か
た

◆
保
育
教
諭　

２
人
程
度　

　

平
成
５
年
４
月
２
日
～
16
年

４
月
１
日
に
生
ま
れ
、
保
育
士

資
格
と
幼
稚
園
教
諭
普
通
免
許

の
両
方
を
取
得
す
る(

令
和
６

年
３
月
ま
で
に
取
得
見
込
み
を

含
む)

か
た

◆
消
防
職　

計
４
人
程
度　

　

上
級
は
平
成
10
年
４
月
２
日

～
14
年
４
月
１
日
、
初
級
は
平
成

14
年
４
月
２
日
～
18
年
４
月
１
日

に
生
ま
れ
、
職
務
遂
行
に
必
要
な

体
力
が
あ
り
健
康
な
か
た

◎
い
ず
れ
も

　

卒
業
は
、
令
和
６
年
３
月
に

卒
業
見
込
み
の
か
た
も
含
み
ま
す
。

申
込
期
限　

８
月
31
日(

木)

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
の
み

一
次
試
験　

９
月
８
日(

金)

～

17
日(

日)

に
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー

で
受
検
し
て
く
だ
さ
い

採
用
日　

令
和
６
年
４
月
１
日

問
合
せ
先　

人
事
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
２
４

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
委
員

　

市
で
は
、
市
議
会
議
員
報
酬

額
や
市
長
・
副
市
長
の
給
料
額

に
つ
い
て
、
市
長
の
諮
問
に
応

じ
て
調
査
審
議
す
る
た
め
、
貝

塚
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
を

設
置
し
ま
す
。
こ
の
組
織
は
、

市
内
の
公
共
団
体
な
ど
の
代
表

者
や
住
民
に
よ
り
構
成
し
ま
す
。

　

開
催
に
あ
た
り
、
次
の
と
お

り
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

期
間　

10
～
12
月
に
４
回
程
度

(

平
日
の
昼
間
を
予
定)

場
所　

市
役
所
内

対
象　

市
内
在
住
で
18
歳
以
上

の
か
た

定
員　

３
人
以
内(

多
数
の
場

合
は
選
考)

報
酬　

８
０
０
０
円(

１
回)

申
込　

申
込
書(

送
付
し
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可)

を
持
参
・
郵
送
・

フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル
で

締
切　

８
月
25
日(

金)

申
込
・
問
合
せ
先　

〒
５
９
７

‐
８
５
８
５　

畠
中
１
‐
17
‐

１　

人
事
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
３
２
５
、
FAX
０
７
２
・
４

３
３
・
７
３
２
７

　

貝
塚
病
院
正
職
員

　

詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◆
事
務
員　

計
２
人
程
度　

上
級　

昭
和
63
年
４
月
２
日
～

平
成
14
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ

た
か
た

初
級　

平
成
14
年
４
月
２
日
～

18
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
か

た一
次
試
験　

９
月
23
日(

土)

基
礎
能
力
・
適
性
検
査

二
次
試
験　

10
月
21
日(

土)

集
団
面
接

三
次
試
験　

11
月
25
日(

土)

個
人
面
接

申
込
期
限　

９
月
８
日(

金)

採
用
日　

令
和
６
年
４
月
１
日

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
病
院

総
務
課
☎
０
７
２
・
４
３
８
・

５
５
０
１

　　

善
意
の
寄
付

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

◆
貝
塚
市
火
災
予
防
協
会

(

宮
崎
和
昭
会
長)

か
ら
事

務
機
器
・
訓
練
用
資
機

材
・
啓
発
物
品
用
と
し
て

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
他
計
17

個(

67
万
６
０
６
円
相
当)

◆
貝
塚
市
卓
球
連
盟(

立
花

正
和
会
長)

か
ら
総
合
体
育

館
卓
球
用
と
し
て
ネ
ッ
ト
18

個(

10
万
３
０
０
０
円
相
当)

◆
北
川
俊
子
様(

水
間)

か
ら

地
域
福
祉
用
と
し
て
８
０
０

万
円
◆
貝
塚
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ(

山
口
昭
治
会
長)

か
ら

新
庁
舎
用
と
し
て
屋
外
ポ
ー

ル
時
計
一
式(

１
５
０
万
円

相
当)

◆
ふ
れ
あ
い
卓
球(

谷

敏
治
様)

か
ら
卓
球
フ
ェ
ン

ス
用
と
し
て
簡
易
防
球
フ
ェ

ン
ス
50
枚(

２
万
円
相
当)

◆
６
月
の
か
い
づ
か
ふ
る
さ

と
応
援
寄
付
は
、
１
３
９
６

件
で
、
金
額
は
２
５
７
０
万

９
０
０
０
円
で
し
た
。

　
新
し
い
町
会
長
の
ご
紹
介

　

６
月
29
日
ま
で
に
届
出
い

た
だ
い
た
か
た
で
す
。(

敬

称
略)

▼
コ
ス
タ
ミ
ラ
に
し
き
の
は

ま
自
治
会
＝
篤
田
育
久

問
合
せ
先　

魅
力
づ
く
り
推

進
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
２
３
０

住
宅
･
土
地
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

10
月
１
日
現
在
で
、
全
国
一

斉
に
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
を

実
施
し
ま
す
。
世
帯
の
居
住
状

況
、
保
有
す
る
土
地
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
調
査
で
、
結
果

は
、
住
生
活
基
本
計
画
な
ど
の

諸
政
策
の
企
画
、
立
案
、
評
価

な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

９
月
中
旬
か
ら
調
査
対
象
世

帯
に
は
、
調
査
員
が
伺
い
調
査

票
な
ど
の
関
係
書
類
を
お
渡
し

し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ
先 

デ
ジ
タ
ル
推
進
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
４
２
０

 

無
料
相
談
会

◆
税
理
士
相
談

日
時　

８
月
18
日
、
９
月

１
日
、
金
曜
午
後
１
時
～

４
時

予
約
・
問
合
せ
先 

近
畿

税
理
士
会
岸
和
田
支
部

☎
０
７
２
・
４
３
６
・
０

５
６
７

◆
行
政
書
士
相
談

日
時　

８
月
22
日(

火)

午
後

１
時
～
４
時

予
約
・
問
合
せ
先　

大
阪
府

行
政
書
士
会
泉
州
支
部
☎
０

７
２
・
４
５
７
・
９
１
８
６

◎
い
ず
れ
も
場
所
は
、
市
役

所
１
階
市
民
相
談
コ
ー
ナ
ー

日曜法律相談は８月27日(日)午前10時～午後１時、予約は15日(火)午前８時45分から【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午
午後１時～４時30分
☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談
コーナー

市民相談
コーナー

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター
☎422-7523

魅力づくり推進課
☎433-7232

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

教育相談(要予約)

総合生活相談

人権相談

子どもに関する相談

進路選択支援相談
(奨学金など)

母子・父子相談

市民相談室

☎433-7085

☎433-7086

子ども福祉課☎433-7021

①医療福祉相談(要予約)

②各種医療相談(要予約)

・がん・医療看護・女性専門

・薬事・栄養・医療安全・禁煙

上記の時間などは、申込時にご確認

ください。

③認定看護師による総合看護相談

平日午前９時～正午(予約不要)

★土･日･祝日は休み。相談は無料です 市代表番号☎072－423－2151

午前９時～午後５時

火曜10時・11時・14時・15時

午前９時～午後５時15分

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

人権擁護委員による相談は、午後１時～４時
第１・３金曜：岸和田市立男女共同参画センター
第４水曜：貝塚市役所人権政策課

ハート交流館☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～４時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜
午前９時15分～午後４時45分

☎0120-222-674
教育相談

教育相談室
☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課

人権政策課
☎433-7160

☎433-7160

子ども相談課☎433-7022

人権政策課

第1～4木曜、午後1時～4時30

分(2週間前から要予約)

ホームページ

　住民税非課税世帯に、1世帯あ
たり３万円を支給します。対象世
帯に確認書を発送していますので、
必要事項を記入し返送してくださ
い。
対象　令和５年６月１日時点で本
市に住民登録があり、世帯員全員
の令和５年度住民税が非課税の世
帯主(６月以降に申告により住民
税非課税世帯となった場合など、
別途申請が必要な場合あり)
申請期限　10月31日(火)消印有効
受付時間　平日午前９時～午後５
時
申請・問合せ先　住民税非課税世
帯支援給付金担当(福祉総務課内)
☎072－433－7062

住民税非課税世帯
支援給付金


